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教養をたかめ楽し〈生活できる平和な町にいたしましょ う。
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火
の

.:.J子守， ‘ 

ザ '

、 円 V

生活の一部に J一一二とJ-
e、
ァ.，~月ザ

203 No. 

しよう火の点検
捨 てはやめてネ」と話しかけられ

ピソクリ 。 今金支箸のアイデアを

こら LたPR作戦、ご家庭でL小

さな注工『で火災を目指ぎましょ九

春 の 火災予防迎問にちなみ「火

の用心J を呼びかける消防士の?

ネ キン さん。 これはよくできてい

立ち止まると「タパコの投げ

h 

磐梯



けて
町議会議員決まる

/ 

|投票率は-

ワの信頼を

町長、

ー・，

一

わ

た

〈
し
た
ち
の
代
表
で
あ
る
町
長
と
町
説
会
議
貝
の
新
し
い
顔
ぶ
れ
が
決

一

ま
り
ま
し
た
.
昭
和
二
十
二
年
町
制
が
発
足
し
て
か
ら
二
十
八
年
。
第
八
回
目

一

の
改
選
期
を
迎
え
て
激
し
い
選
挙
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
四
月
二
十
七
日
向
投

一

燕
に
よ
っ
て
き
ま
リ
ま
L
P、

四
月
二
十
日
告
示
さ
れ
た
町
長
選
挙

は
、
候
補
者
が
一
人
の
た
め
現
職
内
河

端
立
町
長
が
無
投
梨
当
選
と
決
ま
り
ま

し
子
、
一
方
、
町
議
選
挙
で
は
、
長
年

議

μ
の
加
藤
五
郎
氏
、
丸
山
九
内
氏
、

仁
木
盛
勝
氏
、
=
一
津
橋
勝
蔵
氏
の
引
退

に
よ
り
、
新
人
六
人
、
元
一
人
、
現
十

六
人
計
二
十
三
人
が
立
候
補
し
、
い
ま

ま
で
に
な
い
激
峨
に
な
り
ま
し
炉
、

告
示
と
と
も
に
幕
あ
け
し
た
選
挙
運

動
は
、
薄
曇
り
か
ら
快
晴
と
辿
日
好
天

に
め
ぐ
ま
れ
、
各

候
補
者
は
選
挙
カ

ー
を
繰
り
出
し
精

一
杯
の
特
刷
。
政

見
を
訴
え
る
街
頭

演
説
も
統
一
地
方

選
挙
故
終
ラ
ウ
ン

ド
に
ふ
さ
わ
し
い

選
挙
戦
が
展
開
さ

れ
ま
し
子
、

投
開
酬
率
は
、
男

九
四

-
一
一
六
%
、

女
九
三

-
八
九
%

で
合
わ
せ
て
九
三

11
ー

支
持
候
補
者

一

の
得
票
速
報
告

一

み
い
る
有
権
者
一

今

金

町

長

こ
の
た
び
の
地
万
統

一
選
挙
は
、
戦
後
の
民

主
政
治
が
笑
地
さ
れ
て

約
八
回
目
の
問
民
に
以

芯
を
問
、
ヲ
選
挙
に
当
り

ま
す
が
、
私
は
、
再
度

町
政
担
当
を
決
芯
し
選

挙
に
望
み
ま
し
た
と
こ

ろ
、
町
民
の
良
識
と
普

立
に
支
え
ら
れ
無
競
争

に
て
当
選
の
栄
与
を
う

け
第
二
期
目
的
町
政
を

担
当
す
る
こ
と
と
相
成

り
ま
し
た
こ
と
は
身
に

余
る
光
栄
で
‘
」
ざ
い
ま

し
て
只
々
感
激
あ
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
与
え
て
み

ま
す
と
き
、
川
投
或
と
は
申
し
な
が
ら

潜
在
す
る
批
判
明
耐
の
あ
る
こ
と
は
当
然

で
あ
り
ま
す
の
で
第
一
期
町
政
を
反

省
し
初
心
に
か
え
り
、
一
身
を
行
み
る

こ
と
な
く
誠
心
誠
立
全
力
を
傾
注
し
厨

づ
4
り
に
努
力
す
る
覚
悟
で
あ
り
寺
子
。

設
近
に
お
き
ま
す
地
万
自
治
も
ま
す

ま
す
傾
雑
多
岐
に
わ
た
り
‘
あ
ら
ゆ
る

而
で
難
か
し
い
時
代
を
迎
え
て
い
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
が
、
先
人
が
築
か
れ
た

尊
い
七
十
八
年
同
基
盤
的
上
に
立
っ
て

:可

端

且宝
玉三三

斤登初

w

て

-J
.

れ

、
ら‘ぇ迎員職町ロM

同
月

'
h
d
 

立
法
府
で
あ
る
町
議
会
と
一
体
と
な
っ

て
、
本
町
の
将
米
に
過
ち
の
な
い
よ
う

あ
く
ま
で
も
他
全
財
政
を
時
持
し
な
が

ら
、
次
の
こ
と
を
位
と
し
て
町
民
の
幸

せ
を
日
め
る
よ
う
紋
普
を
尽
し
た
い
と

存
じ
ま
す
。

一
、
一
制
祉
の
町
づ
く
り
(
老
人
、
幼
児

屯
度
身
心
障
害
者
及
び
郎
主
児
、
母

子
M
却
の
椛
川
崎
)

二
、
些
か
主
産
業
開
発
的
促
進
(
品
業
、

商
工
業
、
観
光
産
業
の
開
発
、
企
業

的
誘
世
)

三
、
道
路
、
情
操
内
務
怖
と
永
久
化

-
八
九
%
と
先
目
的
知
事
‘
道
級
選
挙

に
比
べ
て
五
%
仰
ぴ
、
町
民
内
最
も
身

近
な
選
挙
と
し
て
、
み
な
さ
ん
の
関
心

が
白
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

即
日
開
張
は
町
民
セ
ン
タ
ー
大
ホ
ー

ル
で
午
後
八
時
か
ら
始
ま
り
、
場
外
に

は
速
報
を
知
与
ワ
と
窓
ぎ
わ
ま
で
い
っ

ぱ
い
に
集
ま
り
、
刻
々
進
む
間
諜
に

一

立
二
延
し
て
い
ま
し
た
。

当
選
者
は
次
の
と
お
り
で
す
が
、
み

主
町
民
的
代
表
と
し
て
町
発
展
の
た
め
、

一
層
の
活
蹴
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

マ
町
長
当
選
者

河

川

刷

盟

臼

八

マ
町
職
会
職
員
当
選
者

林

磯

次

郎

刊

金

向

島

千

三

日

程

京
師
投
ふ
川
ナ
ド

(
科
技
数
)

原
三
八
一

川

三

五

五

村

本

光

夫

大

越

藤

夫

谷

田

隆

笹

森

武

雄

松

浦

武

雄

自
我
井
寛
治

日
下
昭
二
郎

藤

村

徳

蔵

渡

部

祐

市

時

代

三

五

二

日

田

代

三
二
八

位

神

丘

三
二
七

回出

鈴

金

=

三

一

日

日

の
出
町
三

O
二

組

神

丘

三

O
ニ

岨

花

石

二

九

一

臼

八
幡
町
二
五
六

お

大
和
町
二
五
二

回

渡

辺

二

郎

長
谷
川
敬
一

狭

間

勝

昭

中

野

俊

雄

田

中

容

吉

米
山
他
一

今

野

伝

工

藤

栄

作

湯

浅

秀

夫

二
五
二
〕

二
四
四

は

二
四
O

二
三
九

二
二
八

二
二
八

二
一
八

二
O
六

二
O
三

34 65 58 54 63 60 46 49 48 

樋

川

日

進

八
幡
町

田

代

紳

丘

英
利
河

未
広
町

南
栄
町

旭

町

常
任
委
員
会
の
構
成
決
ま
る

改
選
後
初
め
て
の
臨
時
町
議
会
が
五

月
六
日
聞
か
れ
、
新
し
い
正

・
制
政
長

や
各
首
任
委
只
の
総
会
構
成
が
次
の
よ

、
つ
に
決
ま
リ
ま
L
P
Z

挽

長

今

野

副
隙
長

大

越

マ
総
務
常
任
委
員
会

委
只
長
米
山
健
一

、

藤

夫 伝

副
委
只
長
林
磯

投票区名 ~îl記者世 性務者世 般車斗: 而j [u] 

l英和Jiul 188 182 96.8 96.3 

2花石 207 186 89.9 90.3 

3中盟 114 107 93.9 98.4 

4 白 ~'i 67 66 98.5 94.4 

5 f!1l 111 570 531 93.2 92.8 

6光 川 23 22 95.7 100.0 

7八* 318 306 96.2 96.9 

8 企 I~( 314 306 91.4 96.6 

9 i":.~ Il! 168 162 96.4 98咽 1

10和 " 344 314 91.3 96.5 

11目地 65 63 96.9 95.6 

12掴ンTIタ己ーセ 1，753 1.639 93.5 93.9 

13i量 t品 2冒 088 1，951 93.4 93.8 

14白 1i 116 113 97.4 93.4 

町 6，335 5.948 93.9 94.4 

トすかとす り にすに化 川町内 ~...，~しのり fd ま設 m
H:府所なしがこ tL1!rJがなな昭そな、の l自1Jえ f量、-点..， I上ごた似たに極

<7l<7l写耳再開it Z fえ与i主自雨量器警芸E 司 (4' l!.告21日tr
あ哩!あく1'1民 き ヱて たあら十外延ill&はのおをた発よ正め lあと 存る l(進努

;雪 ;AE告ピ守ん品す 2たzi;譲護主 23宮古里主主企 !565Elizt 
つ協す笑カ、 使 いぷ代会 と聞はあ!i'lfポ対、化 す ま 全 a:iJ":会会{つ力寸実税す J
と力の現し 先 的 ぷ 町 人 言に経リし 策生的 J也す完民.~巡の j とをの現切 'r~ 話
、 をでに たの勢 L 裂はわ 済まて義、出張方 。￥ 生 i手話品 iぃ切でにを tE福
たお町 ま魅町で JkztI時れつ 、せお務交 l刻ゴl自 N.活 く が 位 { た に 、 郁 そ て ' 社
し願民い力政は正に代ての社んリ教 1型枠や治 くのしな主 j しお町的ッあ~
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町議選挙投票数調四
、
生
活
環
境
町
務
備

五
、
教
育
的
充
実
(
町
民
負
担
の
軽
減

と
教
材
教
H
H

の
幣
備
充
災
)

以
上
で
あ
り
ま
す
が
、

L
と
よ
リ
町

官
だ
け
で
は
実
現
で
急
得
る
も
の
で
な

く
附
係
機
関
と
の
協
淵
を
仰
ぎ
術
進
し

そ
の
他
、
岡
山
口
、
滋
賀
市
中
業
向
学
人
も

{云

公正な議会運営を

野'今金町議会議長今

こ
の
た
び
の
初

議
会
に
お
き
ま
し

て
不
尚
わ
た
く
し

が
町
議
会
議
長
に

再
度
選
任
さ
れ
ま

し
た
こ
と
は
、
ま

こ
と
に
光
栄
で
あ

り
感
激
を
新
た
に

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

も
と
よ
り
微
力
で
は
-
」
ざ
い
ま
す
が

今
日
ま
で
の
経
験
を
生
か
し
さ
ら
に
研

さ
ん
に
鰐
的
、
間
同
長
と
し
て
の
職
貨
を

先
と
、
つ
す
る
決
記
で
あ
り
ま
す
。

申
す
ま
で
も
な
く
、
談
会
は
会
議
に

よ
っ
て
町
政
の
重
要
事
項
を
存
続
決
定

す
る
機
関
で
あ
り
ま
す
が
、
住
民
刊
一
摘

を
適
切
に
受
け
と
め
、
さ
ら
に
町
民
の

代
表
で
あ
る
議
民
各
位
向
ご
意
志
を
尊

重
し
て
町
政
批
准
に
あ
た
リ
‘
町
民
か

ら
打
回
航
さ
れ
る
町
議
会
を
帥
開
立
す
る
た

事

次
郎
、
委
員
商
品
千
三
、
狭
間
勝
昭、

大
越
藤
夫
、
川
H

我
井

RAm-
田
中
春
吉

守
建
設
常
任
委
員
会

委
貝
長
松
浦
武
雄
、
副
委
員
長
村
本

光
夫
、
委
只
中
野
俊
雄
、
藤
村
徳
蔵
、

長
谷
川
敬
一
、
工
藤
栄
作

マ
産
捜
常
任
委
員
会

委
只
長
渡
辺
二
郎
、
副
委
員
長
日
下

昭
二
郎
、
委
只
笹
森
武
雄
、
渡
部
祐
治

谷
田
峰
、
渇
浅
秀
夫

マ
機
会
運
営
委
員

渡
辺
二
郎
、
米
山
健
一
、
松
浦
武
雄

田
中
都
吉
、
谷
間
降

マ
桧
山
青
年
の
家
組
合
識
員

藤
村
徳
蔵

マ
北
部
桧
山
衛
生
セ
ン
タ
ー
組
合
機
員

藤
村
徳
蔵
、
笹
森
武
雄
、
工
藤
栄
作

マ
桧
山
広
域
消
防
組
合
議
員

松
浦
武
雄

マ

監

査

委

員

林

磯

次
郎

(
敬
称
省
略
し
ま
し
た
)

ー
J
打
政
相
談
員
に

津
島
一
良
さ
ん

行
政
管
理
庁

で
は
、
全
国
の

市
町
村
に
行
政

相
談
買
を
置
き
、

役
所
や
公
社
、
公
団
な
ど
が
行
っ
て

い
る
す
べ
て
の
仕
事
に
対
し
て
の
苦

情
や
相
談
、
要
望
を
附
く
制
度
を
設

け
て
い
ま
す
。

町
で
は
、
昨
年
に
つ
づ
い
て
津
山

一
良
さ
ん
(
本

町
)
が
四
月
一
日

付
で
行
政
管
理
庁
長
官
か
ら
委
嘱
さ

れ
ま
し
子
、

み
な
さ
ん
が
次
の
よ
う
屯
こ
よ
h
t

で
お
困
り
の
時
は
気
軽
に
申
し
山
味
川

だ
さ
い
。
親
身
に
な
っ
て
解
決
に
努

的
、
ま
た
、
申
し
出
た
人
的
秘
常
は

司
ら
れ
、
費
用
な
ど
も
い
っ
さ
い
か

か
リ
ま
せ
ん
。

マ
泡
カ

l
プ
な
た
め
、
見
通
し
が
恕

い
の
で
道
路
を
改
良
し
て
ほ
し
い
.

7
雨
が
降
る
と
す
ぐ
側
講
が
あ
ふ
れ

て
し
ま
、

1

7
事
故
多
発
地
叩
で
、
し
か
も
通
学

路
で
あ
る
の
で
、
安
全
施
設
を
設

世
し
て
ほ
し
い
。

マ
位
附
の
窓
口
が
不
親
切
だ
‘
叫
川
可

や
笠
記
に
長
く
か
か
り
過
ぎ
る
。

マ
工
場
か
ら
の
排
水
、
塵
あ
い
、
悪

臭
、
騒
音
な
ど
改
普
す
る
よ
う
指

導
し
て
ほ
し
い
。

(3 ) 



J¥ のホ」憩い

の
社
会
福

祉
法
人

寿

園
オ

i
ブ
ン

(4 ) 

昨
年
九
月
、
極
川
に
着
工
し
た
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
「
立
#
国
」
が
五
月
一
日
完
成
、
さ

っ
そ
く
待
ち
望
ん
で
い
た
お
年
寄
り
三
十
九
人

が
家
族
に
付
き
添
わ
れ
て
入
国
し
ま
し
た
。

周
辺
は
静
か
主
山
柿
に
四
ま
れ
‘
前
万
に
利

別
原
野
が
日
出
世
さ
れ
る
向
台
に
、
ク
リ
ー
ム
色

と
背
色
、
此
色
町
モ
ダ
ン
な
た
た
ず
ま
い
を
凡

せ
る
旬
新
し
い
老
人

M
祉
の
殿
山
A
e
m
u
吋
閣
は

総
事
業
費
約
二
億
円
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
平

家
建
て
、
床
面
松
千
二
百
四
十
九
平
方

μ
の
近

代
的
な
建
物
で
す
。

収
容
人
口
は
、
五
十
人
で
一
室
六
人
的
ベ

y

ト
宅
↑が
八
主
、
二
人
用
が
一
室
で
、
各
回
主
に

は
そ
れ
ぞ
れ

「う
め
』
「
あ
や
め
」
な
ど
花
町

名
前
が
つ
け
ら
れ
入
口
は
各
室
色
違
い
の
ア

コ
デ
オ
ン
ド
ア
を
使
っ
て
い
る
な
ど
、

体
の

不
向
山
な
老
人
の
た
め
に
出
か
い
向
山
叫
が
な
さ

れ
、
相
洋
と
り
ま
ぜ
た
ユ
ニ
ー
ク
主
地
設
で
す
。

同

ー一

-r
↑担
~

おzzり?楽園iF均

生活相民藤真ーさん

ケ-~ー と L てさっ

そく々族と懇談。

トT一一一一ー一一一一一一

豪華なホテル並みの施設

広いホールは、附肱的な機能訓

練室と談話宅があり、天1gか句王:

かい光が入る明るい設計的施設。

， 

キメ細かい配慮の居室=天井・床

はカラフJレな棋機、やわらかい感

じの2F院窓、 むながら休が起せる

ギヤジベットはお年寄りに大好評.

個r-
.-

特
別
ハ
重

普
通
の
浴
室
の
ほ

か
に
忠
た
き
り
老
人
の
た
め
に
最

新
式
の
浴
槽
が
完
備
。
ベ

y
ト
に

寝
た
ま
ま
の
状
態
で
下
か
ら
浴
柑

が
上
が

っ
て
来
て
入
浴
で
き
、
お

年
寄
り
に
と
っ
て
最
大
の
楽
し
み
@

食

堂

前

色

い
豆
屯
灯
が
日
級

布
盟
を
一
段
と
明
る
く
し
て
い
る

食
堂
に
は
‘
丸
容
の
あ
る
和
室
が

併
設
さ
れ
、
川
附
か
主
ふ
ん
い
公
で

不
自
由
な
お
年
寄
り
も
な
ご
や
か

に
食
事
を
し
て
い
ま
す
。

(5 ) 

こ
の
特
別
養
滋
老
人
ホ
!
ム

バ
品
寿
国
』
は
、
老
人
が
身
体

上
ま
た
は
精
神
上
の
欠
陥
の
た

め
日
常
止
志
の
全
般
に
わ
た
っ

て
常
時
介
護
を
必
要
と
し
な
が

ら
居
宅
な
ど
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
を
受
け
る
こ
と
が
凶
雌
な
状
態
に
お
か
札
て
い
る
老
人
的
生
活

の
坊
で
あ
リ
ま
す
。
山
叫
布
、
名
人
福
制
が
さ
け
ば
れ
て
い
る
な
か

で
ホ

l
ム
で
例
く
我
々
施
設
峨
以
町
役
川
は
屯
大
で
あ
り
ま
す
。

川
区
い
人
生
の
道
の
り
と
と
も
に
.
社
会
に
抗
献
し
て
き
た
ご
老

人
に
敬
な
と
感
湖
町
念
ナ
主
戒
し
、
全
職
員
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
よ

っ
て
楽
し
い
余
生
と
生
さ
が
い
の
あ
る
生
活
を
過
し
て
い
た
ど
く

よ
ヲ
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て
お
世
話
に
あ
た
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

ど
う
か
今
後
と
も
町
民
各
位
の
あ
た
た
か
い
ご
理
解
と
ご
べ
ん

た
つ
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

良ーさん

固
感
謝
し
ま
す
固

内
比
寿
悶
の
施
設
充
実
の
た
め
、
み
な
さ
ん
か
句
次
の
よ
う
な
多

く
の
詐
訟
が
寄
せ
ら
れ
ま
L
P
Z
(
敬
称
略
)

井
村
金
蔵

(腕
川
)
十
万
円
、
井
村
商
庖
(
M
m

川
)
十
万
円
、

小
池
虫
徳

(日
進
)
五
万
問
、
荒
金
好
子
(
函
館
市
)
三
十
万
円

中
村
タ
キ

(附
川
)
五
万
円
、
絵
山
社
会
事
業
器
仕
団

(代
表
天

制
的

1
瀬
棚
町
)一

万
円
、
加
藤
宇
一
郎
(
肱
川
)
五
十
万
円
、
今

金
町
議
会
活

μ
一
同

二
十
万
円
、
大
介
有
線
氾
気
附
五
万
円
、

戸

m独
政
側
札
腕
支
出
五
万
円
、
紀
元
設
備
工
業
側
(
札
税
市
)

五
万
問
、
大
念
行
雄

(末
広
町
)
五
千
円
、
井
口
怨

(札
眺
市
)

二
十
四
万
凶
千
円
、
有
川H
正
夫

(南
町
)
五
万
円
、
明
治
乳
業
附

今
金
工
場

由
時
一
例



私
た
ち
の
切
実
な
願
い
も
む
な
し
〈
ふ
え
絞
け
る
交
通
事
故
。
四
月
士
一
日

死
亡
ゼ

ロ
記
録
が
管
内

一
だ
っ
た
北
桧
山
町
で
マ
イ
カ
ー
が
横
転
し
姉
弟
が
死

亡
。
五
月
三
日
に
は
、
本
町
て
小
学
一
年
生
が
ト
ラ

Y
7
に
巻
き
込
ま
れ
て
死

亡
す
る
と
い
う
痛
ま
し
い
犠
牲
者
を
出
し
ま
し
子
、

被
官
名
も
加
害
者
も
一
鳩
町
、
ヲ
ち
に
不
幸
町
ど
ん
底
に
お
と
し
入
れ
る
件
惨

な
事
故
を
な
ん
と
し
て
も
み
ん
な
の
協
力
で
絶
滅
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。

ゼ
ロ
記
録
六
八
九
日
で
ス
ト
ッ
プ

町
民
総
ぐ
る
み
運
動
で
再
出
発

交
必
事
故
死
を
な
く
す
た
め
に
は
、

町
民
の
ひ
と
り
一
人
が
「
事
故
を
起
こ

さ
な
い
」
「
事
故
に
あ
わ
な
い
」
と
い

う
意
識
を
強
〈
も
た
な
け
れ
ば
な
リ
ま

せ
ん
。
個
人
が
交
通
ル
ー
ル
を
守
る
と

岨

と
も
に
、
す
べ
て
の
人

が
「
人
命
尊
重
」
「
歩

行
者
絶
対
優
先
」
の
考

え
で
、
車
的
運
転
車
、

歩
行
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
自
分
の
行
動
を

氾
持
す
る
こ
と
が
最
も

た
い
せ
つ
で
す
。

私
た
ち
の
町
、
そ
し

て
家
庭
や
職
場
か
ら
、

国
民
年
金
制
度
は
、
働
け
る
若
い
間
に
保
険
料
を
納
め
て
、
年
を
と
っ
た
と

き
や
病
気
や
け
が
で
働
け
主
〈
な
っ
た
と
き
、
又
は

一
家
内
働
き
手
を
亡
〈
し

た
と
き
に
、
加
入
者
相
互
の
協
力
に
よ
っ
て
、
将
米
町
不
安
を
な
〈
し
、
安
定

し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
制
度
で
す
。

(1) 

加
入
で
き
る
人

ナ ーコんきねん

学
校
で
は
毎
回
交

一

通
安
全
教
室
が
開
か

一

れ
て
い
る
が
、
市
街

一

地
は
危
険
が
い
っ
ぱ

一

い
。(
写
真
五
月
一
日

一

今
小
交
通
安
全
教
室
)一

に
加
入
し
て
い
る
方
向
奥
さ
ん
と
か

学
生
主
ど
も
布
望
に
よ
り
加
入
で
き
ま

す。
保
険
料
は
い
く
ら
か

国
民
年
金
に
加
入
す
る
と
、
毎
月
、

保
険
料
を
納
め
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の

執
は
、
定
加
で
ひ
と
月
千
百
円
で
す
。

納
め
忘
れ
て

い
ま
せ
ん
か

i
国
民
年
金
の
保
険
料
1

将
来
的
生
活
安
定
の
た
め
問
民
年
金

に
加
入
し
た
の
に
、
保
険
料
を
か
け
忘

れ
て
い
る
方
は
お
り
ま
せ
ん
か
。

六
五
オ
か
ら
老
令
年
金
を
受
け
る
に

は
二
十
五
年
以
上
向
加
入
期
間
と
、
そ

の
期
間
分
の
保
険
料
が
全
部
納
め
ら
れ

私
た
ち
の
生
活
を
脅
か
す
交
通
事
散
を

追
放
し
て
安
全
な
住
み
よ
い
社
会
を
つ

く
る
た
め
に
、

町
民
が
-
休
と
な
っ
て

「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
迎
動
」
を
活
発
に

展
開
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
町
た
的
、
町
と
交
通
安
全
推
進
協

で
は
、
交
通
事
赦
死
ゼ
ロ
記
録
六
八
九

日
で
ス
ト
y
プ
し
た
の
を
伽
問
機
と
し
て
、

五
月
九
日
町
民
セ
ン
タ
ー
で
交
通
安
全

紫
急
対
策
会
識
を
聞
き
ま
し
P、

会
議
に
は
、
交
通
安
全
関
係
者
六
+

人
が
出
席
、
今
後
円
交
通
安
全
対
策
に

つ
い
て
@
交
通
公
園
内
設
抗
@
歩
道
的

整
備
@

け
空
教
室
町
開
催
@
駐
車
場
内

設
置
@
家
庭
教
育
の
徹
底
ー
な
ど
の
問

題
点
が
指
摘
さ
れ
た
後
、
笹
察
側
か
ら

「市
街
地
道
路
町
全
而
樹
続
」
的
意
向

が
示
さ
れ
た
の
に
対
し
、
市
街
地
に
適

当
な
期
車
場
が
少
な
い
な
ど
の
問
題
点

が
多
い
と
し
て
次
の
-
」
と
を
決
議
し
、

再
度
制
僅
的
な
町
民
総
ぐ
る
み
運
動
的

展
開
に
よ
り
、
町
民
的
協
力
を
呼
び
か

け
る
こ
と

ι伶
刊
ま
し
た
。

年
凶
阿
川
が
ら
千

四
行
円
)
ま
た
.
将
来
、

よ
り
多
く
何
年
金
を
受
け

た
い
人
は
附
加
年
金
保

険
料
凶
百
円
を
同
時
に
か

け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の

保
険
料
を
納
め
た
人
は
定

額
分
の
保
険
料
を
納
め
た
人
よ
り
多
い

年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
加
入
さ
れ
る
よ
7
お
す
す
め
い
た

し
ま
す
。
主
お
加
入
希
望
町
人
は
印
か

ん
持
参
円
上
役
場
制
祉
課
年
金
係
ま
で

申
し
出
く
だ
さ
い
。

年
金
の
種
類
は

国
民
年
金
的
給
付
的
経
類
に
は
、
老

令
年
金
、
辿
鉢
老
令
年
金
、

mm世
年
金

母
子
年
金
端
午
母
子
年
金
、
遺
児
年
金

か
婦
年
金
町
七
つ
が
あ
リ
、
こ
の
ほ
か

に
年
金
を
受
け
ず
に
死
亡
し
た
と
き
に

て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
(
保
険

料
納
付
済
期
間
に
は
特
例
措
置
と
し
て

昭
和
五
年
四
月

一
日
以
前
に
生
れ
た
方

は
年
併
に
応
じ
て
十
年
か
ら
二
十
四
年

川
町
則
川
短
縮
が
あ
り
ま
す
。
)

し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
で
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
に
は

保
険
料
免
除
町
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
免
除
手
続
き
を
し
な
い
で
長
期
間
保

険
料
を
滞
納
し
て
い
る
方
は
将
来
、
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ

1
主
方
も
年
金
が

一
、
町
道
大
和
総
の一

部

(中
品
i
中

林
間
)
、
昭
和
線
の
全
部
、
相
緩
の

一
部
(
内
藤
i
駅
前
)
、
宮
前
線

(

緑
の
財
産

ク
マ
に
も
注
意
/

守
ろ
う

野
や
山
が
繰
へ
と
色
づ
い
て
き
ま
す

と
、
自
然
を
求
め
て
林
野
に
入
る
人
が

多
く
な
り
‘

山
火
事
同
危
険
性
は
ま
す

ま
す
大
き
く
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
た
め
、
町
と
官
林
組
曲
で
は
、
林

野
火
災
の
絶
滅
を
則
そ
っ
!
と
、
四
月

三
十
日
に
林
野
火
災
予
消
防
対
策
協
税

金
を
聞
き
、
最
も
山
火
事
の
お
き
や
す

い
五
、
六
月
を
山
火
都
千
防
失
地
期
間

と
決
的
、
み
主
さ
ん
の
協
力
を
呼
び
か

け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
最
近
は
ク
マ
が
各
地
で
出
没

し
、
八
雲
地
方
で
は
、
法
林
署
内
作
業

只
が

7
7
に
お
そ
わ
れ
怪
我
を
し
た
例

が
あ
り
ま
す
。

は
死
亡

一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

年
金
額
は
い
く
ら
か

年
全
額
は
、
老
令
年
金
を
例
に
と
る

と
二
十
五
年
保
陥
純
を
納
め
た
場
合
で

月
傾
二
万
三
千
二
百
二
十
円
に
な
り
ま

す
。
こ
円
年
金
制
は
物
価
桁
数
が
前
年

に
比
べ
て
五
%
以
上
向
変
動
が
生
じ
た

持
A
H
は
‘
自
動
的
に
引
上
げ
ら
れ
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
将
来
、

物
伽
や
消
費
水
準
が
変
っ
て
も
年
金
納

町
他
打
ち
が
な
く
を
る
と
い
う
よ

i
な

心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ

7
に
、
国
民
年
金
は
皆
さ
ん

円
た
め
の
年
金
制
度
で
す
か
ら
、
ぜ
リ

加
入
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
九

な
お
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
ら
役
場
制
祉
誠
年
余
係
に
お
た
ず

ね
く
だ
さ
い
。

受
け
ら
れ
る
よ
ー
に
と
い
}
-

本
来
な
ら
ば
時
効
で
納
め
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
い
る
過
去
の
保
険
料
を

特
別
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

7
に

法
律
が
改
正
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
特

別
惜
世
に
よ
り
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

期
限
は
五
十
年
末
ま
で
で
す
。

納
め
る
額
は
、
未
納
町
月

一
カ
月
に

つ
き
九
百
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

納

付
的
手
続
は
役
場
福
祉
課
年
金
保
で
納

付
砕
を
受
け
取
り
銀
行
か
郵
便
局
に
払

込
む
、
」
と
に
な
り
ま
す
。

神
社
1
日
野
)
、
旭
幸
斜

(大
崎
l

提
防
)
の
ス
ピ
ー
ド
制
限
は
時
速

m

J
幻
と
す
る
。

二
、
道
路
両
側
に
相
対
駐
車
を
し
な
い
。

三
、
町
内
内
自
家
用
車
は
、
道
路
に
駐

車
し
な
い
。

四
、
他
所
よ
り
の
自
動
車
は
一
刻
も
早

く
用
事
を
す
ま
し
て
移
動
す
る
よ
-
つ

町
内
ぐ
る
み
で
協
力
カ
1
ド
を
該
当

車
に
つ
け
る
。

五
、
町
内
会
ご
と
の
交
通
安
全
教
室
を

開
制
服
し
、

交
通
安
全
の
忠
怨
の
啓
放

に
つ
く
す
。

六
、
適
当
収
容
能
力
の
あ
る
公
共
(
無

科
)
駐
車
場
町
設
置
を
要
望
す
る
。

( 6 ) 

ど
う
ぞ
、
行
楽
な
ど
で
林
野
に
入
る

と
き
は
、
森
林
を
山
火
事
か
ら
守
る
こ

と
.
ク
7

に
よ
る
不
洲
町
事
故
を
防
ぐ

意
味
か
ら
、
お
互
い
に
次
の
こ
と
が
ら

を
守
り
ま
し
ょ
う
。

マ
国
有
林
に
入
林
す
る
と
き
に
は
、

最
寄
り
の
泣
林
器
、
子
百
一
事
務
所

な
ど
に
立
ち
寄
り
入
林
者
名
簿
に
記

入
し
、

7
7
に
つ
い
て
の
情
報
な
ど

を
聞
い
て
か
ら
入
林
し
ま
し
ょ
う
.

7

入
林
す
る
と
き
は
、
二
人
以
上
で

行
き
、
一
人
歩
き
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

マ
タ
バ
コ
、
た
き
火
な
ど
の
後
始
末

に
十
分
注
意
す
る
。

マ
火
入
れ
を
す
る
と
き
は
、
必
ず
町

長
の
併
可
を
受
け
、
注
骨
按
墳
を
よ

〈
守
リ、

終
っ
た
ら
『
完
全
消
火
』

を
確
認
す
る
.

-
サ
ラ
リ
マ
ン
の
奥
さ
ん
は

希
望
に
よ
り
加
入
で
き
ま
す
。

1.100円
400円

つ

月

月

※年金は65歳から支給されます。

一一一一一一一一一一一一一一一一一
国民年金に加入しましょ

※保険料 ( 定 額 分 )

(附加年金分)

奥さんも年金が受けられます
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年
金

咽問

削

脂
主
的
姿
で
あ
る
が
、
国
民

年
金
に
当
然
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
、
役
場
か
ら
加
入
の
勧
奨
を

う
け
て
い
る
。
回
民
年
金
制
皮
肉
創
ら

れ
た
経
緯
及
び
そ
の
目
的
に
つ
い
て
お

し
え
て
も
ら
い
た
い
。

ナ

答

戦
後
、
老
令
者
、
身
体
障
害
者

及
び
母
子
世
惜
の
お
か
れ
て
い
る
生
活

状
態
は
、
社
五
百
状
勢
町
推
移
及
び
経
済

ん

変
動
の
影
響
を
受
け
て
、
き
わ
め
て
き

:

び
し
い
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
者
に

i
対
し
て
年
金
を
支
給
し
、
所
件
保
障
を

ん

行
主
・
7
ニ
と
は
緊
危
の
課
題
と
な
っ
て

ね

い
た
。
特
に
老
令
析
に

つ
い
て
、
戦
後

老
帝
人
口
が
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も

急
げ
き
に
地
加
す
る
傾
向
を
示
し
て
い

る
の
で
、
こ
札
が
必
民
性
は
さ
ら
に
強

め
ら
れ
て
い
る
。
二
れ
が
川
宮
山
に
こ
た

え
、
こ
こ
に
、
社
会
保
障
制
皮
肉一

環

と
し
て
国
民
年
金
制
度
を
佐
立
し
、
老

A
T
、
身
体
障
害
及
び
母
子
世
帯
同
状
態

に
あ
る
国
民
す
べ
て
に
年
金
を
支
給
し

こ
れ
を
生
活
設
計
の
支
柱
と
し
て
国
民

コ

生
活
円
安
定
を
図
る
体
制
を
確
立
す
る

-・・

こ
と
が
必
裂
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
従
来
、
わ
が
国
社
会
保

協
制
皮
肉
-7
ち
・
老
令
、
廃
疾
及
び
死

亡
に
対
し
て
所
得
保
邸
を
行
な
‘ョ
公
的

年
金
制
度
は
、

一
定
的
条
件
を
備
え
た

被
用
者
を
対
象
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
他

的
一
般
国
民
に
は
な
ん
ら
こ

の
制
的
保

障
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
‘
国

「
，
!
;
I
l
i
l
i
a
-
-
1
;
!」

一

夫
は
厚
生
年
金
、
事
は
国
民
年
金

一

-
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民
年
令
制
度
で
は
年
金
制
度
の
対
象
を

股
林
漁
業
者
、
商
工
業
者
等
的
自
J
H
業

有
存
細
企
業
の
被
用
者
等
を
含
む
全
国

五
優
良
納
税
組
合
を
表
彰

納

税

貯

蓄

組

合

長

会

議

本
年
度
の
納
税
貯
蓄
組
合
長

会
議
は
凹
月
十
六
日
町
民
セ
ン

タ
で
開
か
れ
、
組
合
の
育
成

強
化
、
新
年
度
の
事
業
計
固
な

ど
協
議
し
た
あ
と
、
迎
合
会
長

に
友
普
幸
次
郎
さ
ん

(
種
川
)

と
副
会
長
の
町
河
定
雄
さ
ん

(

神
丘
)
を
再
選
し
ま
し
た
。

納
税
組
合
は
、
現
在
七
十
二

組
合

(組
合
只
二
千
二
百
九
十

三
人
)
あ
り
ま
す
が
、
昨
年
皮

肉
納
付
笑
績
は
、
納
期
限
内
に

一
億

一一
白
九
十
四
万
六
千
円
を

納
め
て
い
た
だ
き
、
こ
の
収
納
率
は
九

八・

六
%
と
な
っ
て
い
ま
す
。
組
合
別

で
は
、

一
O
O%
が
五
十
八
組
合
、
九

O
%
以
上
が
十
二
組
合
、
八
O
%
以
上

が
二
組
合
で
す
。
組
合
長
さ
ん
の
お
骨

おしらせ

折
り
と
組
合
H
H
の
み
な
さ
ん
の
ご
協
力

に
感
測
し
ま
す
。

な
お
、
会
織
の
席
上
町
内
優
良
納
税

組
合
と
し
て
、
上
稲
穂
(
早
坂
悦
治
郎

組
合
長
)
が
北
海
道
納
税
貯
蓄
推
進
運

動
桧
山
支
部
長
か
ら
袋
彬
さ
れ
ま
し
九

ま
た
、
町
長
か
ら
は
、
五
年
間
以
上
納

税
成
純
一

0
0
%
の
次
の
五
組
合
を
表

彰
し
ま
し
「
も

八
鈴

(近
藤
利
光
組
合
長
)
型
受

(

山
口
俊
組
合
長
)
八
束
自
の
下
(
楠
原

辰
雄
組
合
長
)
金
脈
昭
和

宮

、

J一
森
林
は
、
木
材
生
産
の
ほ
か
、
土
砂

一
の
流
出
防
止
、
水
源
の
確
保
、
環
演
の

一
保
全
な
ど
重
要
な
役
目
も
あ
り
ま
す
の

一
で
‘
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
は
、
周
辺

一
円
地
域
に
著
し
い
支
障
を
お
よ
ぼ
さ
な

一
い
よ
う
伐
採
方
法
に
十
分
開
悲
し
、
特

一
に
そ
の
森
林
が
制
限
林

(自
然
公
凶
特

一
別
地
域
内
森
林
)
及
び
施
業
特
定
林
分

一

(
良
地
、
林
地
ま
た
は
道
路
そ
の
他
的

一
地
訟
の
保
全
の
た
め
、
伐
採
方
法
を
特

に
定
め
て
い
る
森
林
)
の
と
き
は
、
伐

採
方
法
に
制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意

さ
れ
、
林
業
改
良
指
導
只
と
相
談
し
て

か
ら
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

民
有
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
は
、

民
に
及
ぼ
し
、
全
国
民
が
老
令
、
廃
疾

及
び
死
亡
に
よ
っ
て
そ
の
生
活
が
そ
こ

な
わ
れ
る
こ
と
を
未
然
に
防
止
し
‘
健

全
な
国
民
生
活
の
維
持
及
び
向
上
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

る。
問
国
民
年
金
内
福
祉
年
金
に
つ
い

て
ど
う
い
も
の
か
お
し
え
て
下
さ
い
。

答

国
民
年
金
制
度
は
、
圏
内
に
侶

住
す
る
こ
+
オ
以
上
六
十
才
未
満
向
日
一

本
国
民
で
‘
他
町
公
的
年
令
糾
皮
肉
加
一

入
省
で
な
い
人
、
ま
た
、
そ
の
配
偶
者

で
な
い
人
を
強
制
加
入
怯
保
険
者
と
し
-

他
的
公
的
年
帝
制
的
は
の
加
入
者
向
配
偶

者
な
ど
を
任
す
加
入
被
保
険
者
と
し
て

そ
の
被
保
険
者
期
間
に
つ
い
て
一
定
的

保
険
料
を
納
的
、
将
来
的
老
令
、
廃
疾
、

死
亡
と
い
っ
た
事
故
に
対
し
て
給
付
を

行
、
入
い
わ
ゆ
る
拠
出
年
金
が
中
心
で

す
。し

か
し
な
が
ら
、
拠
出
年
金
が
は
じ

め
ら
れ
た
間
相
三
十
六
年
四
月

一
日
に

お
い
て
、
す
で
に

一
定
年
附
に
遣
し
て

い
る
た
め
保
険
料
を
納
め
る
期
間
が
な

い
人
や
、
身
体
陣
容
の
人
お
よ
び
母
子

世
併
の
人
.
又
は
、
保
険
料
を
納
的
た

期
間
が
短
い
た
め
拠
出
年
金
町
支
給
を

受
け
ら
れ
な
い
人
、
さ
ら
に
二
十
オ
に

な
る
前
(
国
民
年
金
に
加
入
す
る
前
)

に
身
体
障
害
に
な
っ
て
い
る
人
に
つ
い

て
も
、
年
金
を
支
給
し
よ
ー
と
い

3
の

が
福
祉
年
金
で
す
。

表彰される八鈴納税貯蓄組合

際厳 司
国
民
年
金
の
保

険
料
を
お
さ
め
ら

れ
な
い
方
は
、
免

除
の
手
続
き
を

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
ま
す
と
、
そ
の

期
間
は
年
金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期

間
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
保
険
料
の
免
除

を
受
け
た
場
合
、
保
険
料
を
お
さ
め
た

人
に
く
ら
べ
て
老
令
年
金
の
場
合
年
金

額
が
り
く
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
・
そ

の
後
生
活
に
余
裕
の
で
き
た
と
き
に
免

除
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
舗
の
年
金
を
受

け
ら
札
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

年
金
を
受
け
る
柿
利
を
失
な
わ
な
い

よ
3
に
、
文
、
よ
り
高
い
年
金
を
受
け

ら
れ
る
よ

3
に
、
保
険
料
納
付
の
困
難

な
と
き
の
保
険
料
免
除
や
免
除
さ
れ
た

期
間
の
保
険
料
の
後
払
い
の
仕
組
み
な

ど
を
利
用
さ
れ
る
こ
と
全
お
す
す
め
し

ま
す
。

自
動
車
税
と
自
動
車
取

得
税
が
免
除
さ
れ
ま
す

マ
対
象
と
な
る
条
件

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
戦
伽
病
者

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
、
際

笹
の
程
度
が
一
定
の
越
地
以
上
の
方
や

療
行
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が

巡
転
す
る
自
動
車
で
す
。

マ
免
除
の
手
続
き

謀
税
免
除
の
対
象
と
な
っ
た
と
き
は
、

運
転
免
許
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
住

民
果
、

印
鑑
を
持
参
円
上
北
桧
山
税
務

出
張
所
に
申
柏
市
U

を
提
出
し
て
下
さ
い
。

国
民
年
金
は
、
老
後

円
生
活
や
恩
わ
ぬ
事
故

な
ど
に
対
し
所
得
的
保

障
を
す
る
制
度
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
保
険
料
を
お
さ
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
家
計
が
苦
し

か
っ
た
り
、
失
業
や
災
当
な
ど
で
お
さ

め
た
〈
て
も
お
さ
め
ら
札
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
、
?
な
場
合
で
も
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
1
に

保
険
料
納
付
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
免
除
に
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ

て
い
る
要
件
(
国
民
年
金
の
障
害
年
金

や
母
子
福
祉
年
金
を
受
け
て
い
る
と
き

生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
と
き
)
に
あ

て
は
ま
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
届
出
る
だ

け
で
免
除
さ
れ
る

n
法
定
免
除
H

と、

お
さ
め
ら
れ
な
い
戸
市
制

(所
得
が
な
い

と
き
、
保
険
料
を
お
さ
め
る
こ
と
が
暫

し
〈
困
搬
な
と
き
)
が
あ
り
、
そ
の
こ

と
を
申
泊
し
て
知
事
的
承
認
を
受
け
て

免
除
さ
れ
る

n
申
附
免
除
H

と
が
あ
り

ま
す
.
申
消
免
除
は
、
本
人
や
そ
の
家

族
の
所
得
的
状
況
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

ま
す
の
で
免
除
を
3
け
た
い
月
の
保

険
料
の
納
期
限
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

お
さ
め
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

注
意
し
よ
う

民
有
林
を
伐
採
す
る

と
き
は
届
け
出
を

(8 ) 

お
じ
い
さ
ん

福
祉
年
金
を
も
ら
い
ま

し
た
が
。
支
払
い
は
五

月
六
日

ωか
ら
で
す
。

お
ば
あ
さ
ん

い
ま
‘
年
金
日
開
で
は
福
祉
年
金
紅
白

を
閉
山
っ
て
お
り
ま
す

(所
得
確
認
の
た

め
)
の
で
郵
悦
局
か
ら
年
金
を
も
ら
い

ま
し
た
ら
年
金
係
ま
で
持
参
し
て
下
さ

い
。
又
、
み
ど
り
色
町
柾
古
を
も
っ
て

い
る
方
は
全
部
で
す
。

/〆

*

国
民
年
金
の
こ
と
で
お
わ
か

り
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
句
い
つ
で
も
気
軽
に
役
場
年
金

係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

伐
採
を
開
始
す
る
九
十
日
か
ら
三
十
日

前
に
所
持
す
る
林
業
指
導
事
務
所
を
通

じ
て
、
支
庁
長
に

「伐
採
属
出
轡
」
を

徒
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
届

出
な
く
伐
採
し
ま
す
と
伐
採
の
中
止
及

び
十
万
円
以
下
の
制
金
等
的
措
置
が
と

句
れ
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

伐
採
届
出
舎
の
用
紙
は
、
林
業
指
導

事
務
所
及
び
森
林
組
合
に
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
「
伐
採
届
出
世
L

を
提
出
し
、

支
庁
長
か
ら
「
伐
採
計
画
的
適
合
通
知

岱
』
を
受
け
て
か
ら
伐
採
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

伐
採
の
届
出
を
す
る
人
は
「
立
木
の

使
閉
ま
た
は
収
益
を
す
る
者
」
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
森
林
所
有
者
が
伐
採

す
る
と
き
は
そ
の
森
林
所
有
者
、
ま
た
、

立
木
を
口
受
け
て
伐
採
す
る
と
き
は
そ

の
立
木
を
口
受
け
た
人
で
す
。

こ
の
伐
採
の
届
出
に
つ
い
て
不
明
の

点
及
ぴ
森
林
施
業
に
つ
い
て
は
林
業
指

導
卒
務
所
(
役
場
三
階
)
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
.

- 掴祉 年金所骨状理屈を忘れずに

相 祉 年金や老附特別崎付金を受

け ている方は、毎年「定 時 的 福 祉

年金 所仲状況問」を役抽稲祉課に

提出 するニとにな勺ています。こ

の席けは、相祉年金及び 老 齢 特 別

給付金を"ii:け て い る 本 人やその配

偶 者、 または棋獲雅輔者などの前

年における所神的状況を 届 け 出 る

もので¥これによって 5月から 1

年間I町年 金、給付金を支給するか

どうかが決定されます.したがっ

て、こ町周けを拠出 しない方は年

金を受けることができませんので、

必 ず定められた期日 ま でに開け出

てく だ さい.

.納 期内に納めよう

自動車脱〈年分〉
5月31日まて'

事を白G;}JIII#l， (5ドタjけ

.虫災予防作文のE事を

火災干 防辺国防の一四として、近

で は止 の袈鎖で小学挫児抵の火災

干防作文コンク-)レを築地します.

ーふるってA芯lrして〈だき u、.

p応事 責柑小学位4 . 5 . 6年

に在学する児宜.

b作文内容特に醜屈は定めない

が、火災及び班死事故を防ぐた

め.半世や寧嵯でどのようなこ

とを考え.また提行して いる か

を 主 な内容とします.

b作品 1人 1嗣 400字詰 原 稿 用

紙 3枚以内。作品は返却Lない a

b 受付 6月15日までに役場教育

委 只金、キ金打'1防支暗まで.

.休日当番医制が変更になります

従来的休日当時医制は(今金)

(瀬棚 ・北枯 111)町 2ブ ロ y クで

Lたが、宜通lJ'm町比較的Hい変

則IJ (6月 -10Hまで)を 1プロ y

ク に 統一 1医相機関にすることに

な りま した.受付時間は午前日時

から午植 5時までです.ご不艇で

Lょうがよろし〈ご了承ください.

(北部桔山医師会)・6月の休日当番医

1 臼北楠 山町国保荊 院

8日 今 金 町 園保荊院

15臼 北楠山町国保病院

22日 今 金 町 宮 田 医院

29日北楠山町 平医院

( 9 ) 
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